
庄内町告示第４４号 

 

 庄内町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和５年３月３０日 

 

庄内町長 富 樫   透    

 

庄内町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱 

(趣旨） 

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号。第3条に

おいて「法」という。）の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の無秩序な繁殖を抑制し、

町民の動物愛護と適正な管理に関する意識の啓発を行うとともに人と猫との調和のとれ

た共生社会を実現するため、町内に生息する飼い主のいない猫の不妊、去勢手術等に要

する経費を負担した町内在住者に対し予算の範囲内で飼い主のいない猫の不妊去勢手術

費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、庄内町補助金等の適正

化に関する規則（平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 不妊手術 獣医師（獣医師法（昭和24年法律第186号）に規定する免許を有する獣

医師をいう。）が実施する雌猫の卵巣又は卵巣及び子宮を摘出する手術をいう。 

 (2) 去勢手術 獣医師が実施する雄猫の精巣を摘出する手術をいう。 

 (3) 耳カット施術 不妊手術又は去勢手術済の猫であると識別するため、獣医師によ

る猫の片方の耳をＶ字カットする施術のことをいう。 

 (4) 飼い猫 飼い主が所有又は占有の意思を持って、継続的に給餌、給水、生活面等

の世話を行い、管理している猫をいう。 

 (5) 飼い主のいない猫 町内に生息する飼い猫以外の猫をいう。 

 (6) 町内在住者 町内に居住し、かつ、本町が備える住民基本台帳に登録されている

者をいう。 

（補助対象者） 

第3条 補助金の交付対象となるもの（以下この条において「補助対象者」という。）は、

町内在住者又は町内で活動する団体（代表者が町内在住者である団体、又は町内に事務

所若しくは事業所を有団体に限る。）であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの

とする。 

 (1) 誤って飼い猫を捕獲することのないように補助の対象となる猫（以下「対象猫」

という。）であることを十分に調査し、補助対象者の属する世帯（団体の場合は、団

体構成員）以外の町内在住者1人から確認を得ること。 

 (2) 対象猫に不妊手術又は去勢手術及び耳カット施術を実施し、その経費を支払うこ



と。 

 (3) 次に規定する事項を遵守すること。 

イ 対象猫を捕獲場所に戻す場合は、その対象猫が生息する限り、トイレの確保、餌

の適正な管理等により周辺環境の美化を図るとともに、近隣住民の理解を得るよう

に努めること。 

ロ 対象猫の捕獲、手術等の実施、補助金の交付の申請及び交付の決定後も含め、対

象猫に関する問題については、補助対象者が一切の責任を負い、誠意を持って解決

すること。 

2 前項の規定にかかわらず、法に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち、

猫等の販売を営む者は補助対象としない。 

（補助対象経費） 

第4条 補助金の対象となる経費は、対象猫の不妊手術又は去勢手術及び耳カット施術に

要する経費（第8条において「対象経費」という。）とする。 

（補助金の額） 

第5条 補助金の額は、対象猫1匹につき、不妊手術にあっては1万4,000円を、去勢手術に

あっては7,000円を上限とする。 

（補助金の交付申請） 

第6条 規則第4条に規定する交付申請書（第8条において「交付申請書」という。）は、

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書（様式第1号）によるものとし、

不妊手術又は去勢手術を行った日（以下この条及び第8条において「手術実施日」とい

う。）から起算して30日を経過する日又は手術実施日の属する年度の3月末日のいずれ

か早い日までに町長に提出しなければならない。 

（交付決定の通知） 

第7条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、飼い主のいない猫の不妊去勢

手術費補助金交付決定通知書（様式第2号。次条において「交付決定通知書」という。

により行うものとする。 

 （実績報告及び額の確定通知の特例） 

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長

に提出することにより行うものとする。 

(1) 対象猫の正面を含む全身の写真 

(2) 耳カット施術を実施したことが分かる写真 

(3) 申請者の氏名又は団体名、手術を行った獣医師の氏名、手術実施日、処置の内容

及び対象経費が記載されている領収書の写し 

2 申請者が交付決定通知書を受けたときは、規則第5条第1項の規定による当該補助金の

交付の決定額をもって規則第14条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けた

ものとみなす。 

（交付決定の取り消し） 

第9条 町長は、前条第2項の規定により交付決定等通知を受けたものが次の各号のいずれ

かに該当するときは、規則第16条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取

り消し、既に補助金が交付されているときには、期限を定めて全部又は一部を返還させ



ることができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(2) 第3条第1項第3号に規定する事項を遵守しないとき。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助の目的に反すると認めるとき。 

 （その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 



様式第1号（第6条関係） 

年  月  日  

 

 庄内町長         宛 

 

申請者 住所又は所在地 

氏名又は名称及び代表者氏名             

電話 

 

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書 

 

庄内町飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金を次のとおり交付されるよう、庄内町

補助金等の適正化に関する規則第4条の規定により申請します。 

 

1 申請の内容及び遵守事項 

補助金交付申請額            円 

手術の種類 □不妊手術     □去勢手術 

手術する猫 
毛 色  

特 徴  

手術の内容 

病 院 名  

手術実施日    年   月   日 

手 術 費 用            円 

 
次の事項を遵守することを宣誓します。 
 
□ 捕獲場所に戻す場合、その猫が生息する限り、トイレの確保、餌の適正
な管理等により周辺環境の美化を図るとともに、近隣住民の理解を得るよ
うに努めます。 

□ 捕獲、手術等の実施、補助金交付の申請及び交付決定後も含め、対象猫
に関する問題については、一切の責任を負い、誠意を持って解決します。 

 
    年  月  日  

氏名又は名称及び代表者名 
 

添付書類 
(1) 対象猫の正面を含む全身の写真 
(2) 耳カット施術を実施したことが分かる写真 
(3) 申請者の氏名又は団体名、手術を行った獣医師の氏名、手術実施日、処置の 
内容及び対象経費が記載されている領収書の写し 

2 飼い主のいない猫についての確認書 

確認者 

住  所  

氏  名  

電  話  

3 振込先 

金融機関名  店 名  

種 目 普通  ・  当座  ・  その他（    ） 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義  



様式第2号（第7条関係） 

 

第     号  

年  月  日 

 

           様 

 

庄内町長         印 

 

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助金交付決定及び交付額確定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のありました飼い主のいない猫の不妊去勢手術費補助

金について、下記のとおり交付の決定及び交付の額の確定をしましたので、庄内町補助金

等の適正化に関する規則第7条及び第14条の規定により通知します。 

 

記 

 

1 補助金の交付決定額及び確定額              円 

2 補助金の交付日        年  月  日 


